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附 則 

 

このガイドラインは，令和３年３月 31日をもって適用を終了する。 

但し，このガイドラインの適用の終了前になされた第５項（1）の申出にか

かる債務整理については，なお従前の例による（このガイドラインを適用す

る）。 

 

（以上） 

 

 

 

改正履歴 

年月 改正内容 

平成 31年４月 一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会

と一般社団法人自然災害被災者債務整理ガイドライン

運営機関の合併に伴う所要の改正。 

令和２年 10月 附則の追加に伴う改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以上） 

 

 

 

改正履歴 

年月 改正内容 

平成 31年４月 一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会

と一般社団法人自然災害被災者債務整理ガイドライン

運営機関の合併に伴う所要の改正。 

 

 

 


